
平成 27 年７月
( 株 ) 自動車公論社

『運行管理者試験 問題と解説 旅客編 平成 27 年８月受験版』
お詫びと訂正のお知らせ

　『運行管理者試験 問題と解説 旅客編 平成 27 年８月受験版』をご購入いただきまして、誠にありがとうございます。
本書の内容に誤りがございました。この度はご迷惑をおかけ致しまして誠に申し訳ございません。訂正してお詫び致し
ます。

頁数等 内容
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受験ガイド

２．運行管理者試験受験資格

誤

Ⓐ�実務経験
　１年以上

試験日の前日において、自動車運送事業（貨物軽自動車運送
事業を除く。）の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨
物利用運送事業者の事業用自動車（緑色のナンバーの車）の
運行の管理に関し、１年以上の実務の経験を有する方。

Ⓑ基礎講習
　修了

独立行政法人 自動車事故対策機構において、平成７年４月１
日以降に実施した「基礎講習」を修了された方。

Ⓒ�基礎講習
　修了見込み

独立行政法人 自動車事故対策機構が実施する「基礎講習」を
修了される予定の方。

Ⓓ再受験者 直近２回の試験で受験資格を得て、再び今回受験される方。

Ⓔ既資格者
すでに他の種類の「運行管理者資格者証」の交付を受けてい
る方。

正

Ⓐ�実務経験
　１年以上

試験日の前日において、自動車運送事業（貨物軽自動車運送
事業を除く。）の用に供する事業用自動車又は特定第二種貨
物利用運送事業者の事業用自動車（緑色のナンバーの車）の
運行の管理に関し、１年以上の実務の経験を有する方。

Ⓑ基礎講習
　修了

国土交通大臣が認定する講習実施機関において、平成7年4月
1日以降の試験区分に応じた基礎講習を修了した方。
① 貨物自動車運送事業輸送安全規則に基づき国土交通大臣か

ら認定された講習実施機関で基礎講習を受講された方は、
貨物試験の受験資格となります。

② 旅客自動車運送事業運輸規則に基づき国土交通大臣から認
定された講習実施機関で基礎講習を受講された方は、旅客
試験の受験資格となります。

Ⓒ�基礎講習
　修了見込み

国土交通大臣が認定する講習実施機関において、試験区分に
応じた基礎講習を受講予定の方（試験日の前日までに基礎講
習を修了予定の方）。

　※Ⓓ再受験者、Ⓔ既資格者削除
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第１章 道路運送法

 ４  運賃及び料金

法の要点 

■  一般乗用旅客自動車運送事業の

運賃及び料金［道路運送法第９

条の３］ イラスト

誤

■運賃及び料金の設定（一般貸切）

■運賃及び料金の設定
　（一般乗合、一般乗用）

事
業
者

国
土
交
通

大
臣

認

　可

旅客の運賃及び
料金を設定又は
変更
※国土交通省令
　で定める料金
　は除く

必要な書
類
を
提
出

旅客の運賃及び
料金を設定又は
変更 あらかじめ届け出る事
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者
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臣
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交
通

大
臣

 

■運賃及び料金の設定（一般乗合、一般乗用）

事
業
者

旅客の運賃及び
料金を設定又は
変更
※国土交通省令
　で定める料金
　は除く
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土
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通
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臣

必要な書類を提出

許　　可

正

■運賃及び料金の設定（一般貸切）

■運賃及び料金の設定
　（一般乗合、一般乗用）
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通
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認
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料金を設定又は
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■運賃及び料金の設定（一般乗合、一般乗用）

事
業
者
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料金を設定又は
変更
※国土交通省令
　で定める料金
　は除く
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通

大
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必要な書類を提出

許　　可認　　可
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別紙解答　３

左段下から５行目

誤 P317 【３】４

正 P317 【３】１，２
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